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はじめに

●都市核地区のまちづくり

都市核地区は、武蔵村山市の中央に位置し、商業・業務及び文化機能の集積した中

心核を形成するため、多摩都市モノレールの延伸計画や、自動車工場跡地の土地利用

計画との整合に留意しつつ、土地区画整理事業によるまちづくりを進めております。

これにより、道路や公園などの公共施設が整備され、商業・業務施設などの立地を

誘導するための基盤が整うことになります。また、住宅地においても、良好な居住環

境が形成され、利用しやすい敷地の形状が整うことになります。

●地区計画制度について

地区計画は、地区にお住まいの皆さまの合意のもとに、きめ細かい“まちづくりの

ルール”を都市計画法に基づいて定めます。そして、その内容を将来とも、地区内で

建築や開発を行う場合の基準として守っていただくことで、より良い環境のまちづく

りを進めていくものです。

今後、都市核地区においては、土地区画整理事業の進展に伴い、商業・業務施設や

住宅などの整備が進むことになります。そこで、本市の顔となる都市核地区にふさわ

しいまちとなるよう、本地区のまちづくりを進めていくためのルールとして「都市核

地区地区計画」をまとめました。

●パンフレットの内容

このパンフレットは、都市核地区の「地区計画の内容」と「建築等を行う場合の手

続き」をまとめたものです。この内容を十分にご理解のうえ、ご協力をお願いします。

なお、記載の内容については簡略化して表現しています。詳細な内容については、

「立川都市計画地区計画 都市核地区地区計画（平成１８年１２月７日武蔵村山市告

示第 130 号）」及び「武蔵村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例（平成 15 年条例第 28 号）」をご参照ください。
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日産工場跡地開発

大規模商業：

・日産カーミナル東京(平成19年オープン）

・ダイヤモンドシティ(平成18年オープン）

医療： 武蔵村山病院(平成17年オープン)
工場： わらべや日洋

市役所・
市民会館

立３・２・４号新青梅街道線(都市軸)

中心市街地 南北軸
・中心市街地の回遊性

とにぎわい空間の連
続性を確保する

公共公益施設地区
・行政・市民交流の拠点

となる地区

・立地特性を活かした中心市街地
の中心的なにぎわい空間を形成
するため、多様な商業・業務・
サービス機能を誘導する地区

沿道サービス地区
・地域住民への利便性などの

提供や日産跡地開発の波及
効果を適切に誘導する地区

地区幹線道路沿道地区
・低層階のにぎわい

空間の確保と、後
背の住環境の保全
を図る地区

利便施設地区
・大規模土地利用を活

かした地域住民への
利便性などを提供す
る地区 住工複合地区

・住宅と商業・工業な
どが共存する地区

住宅地区
・住宅主体の地区として

工業系の位置付けから
移行する地区

低層住宅地区
・ゆとりある良好な低層

住宅地を形成する地区

広域幹線道路沿道地区

地区計画の目標

本地区は、市の中央部に位置し、武蔵村山市まちづくり基本方針（都市計画マスタープ

ラン）において“市の中心核としてふさわしい、魅力あふれるやすらぎのまちを目指す”と

位置づけられています。

このことから、中心市街地にふさわしい魅力的なまちなみ形成を誘導するため、住宅、

商業、サービス等の多様な機能が調和した、良好な都市型住環境の形成を図ることを目標と

しています。
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地区計画の方針

●土地利用の方針

本地区を７つの地区に区分し、土地利用の方針を次のように定めます。

地区の区分 土地利用の方針

１．広域幹線道路沿道地区

広域幹線道路沿道及び中心市街地の中央に位置する特性を踏

まえた、商業、業務、サービス等の多様な都市機能を集積し、

都市活力の向上につながるにぎわい空間の形成を図ります。

２．利便施設地区
現況の商業施設や周辺の住環境に配慮しつつ、大きな街区を

活かした住居地区を形成します。

３．沿道サービス地区
幹線道路の特性を活かし、住宅、商業、サービス等の多様な

機能が調和する、良好な沿道市街地の形成を図ります。

４．地区幹線道路沿道地区

にぎわい空間を形成する商業施設等を低層部に誘導するとと

もに、周辺の住環境と調和した、良好な中層住宅地の形成を

図ります。

５．低層住宅地区
緑豊かな自然と調和した、良好な低層住宅地の形成を図りま

す。

６．住宅地区
周辺の低層住宅地区に配慮し、良好な住環境の形成を図りま

す。

７．住工複合地区
工場・店舗等との共存を図りつつ、良好な住環境の形成を図

ります。

●地区施設の整備方針

良好な都市型住環境の形成を図るため、道路、公園、広場等の都市基盤施設を整備しま

す。

●建築物の整備方針

土地区画整理事業による基盤整備の進捗に伴い、良好な市街地の形成を図るため、建築

物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は

色彩その他の意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限を定めます。
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地区整備計画

●地区施設の配置及び規模

地区内に区画道路を５５路線、歩行者専用道路を６路線配置します。

また、公園を５箇所（約 10,950 ㎡）、広場を１箇所（約 2,450 ㎡）設けます。
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●建築物等の用途の制限

地区ごとの土地利用の方針に基づき、それぞれの地区にふさわしい建築物が立地す

るよう、建物の用途の制限を行います。

建築基準法による用途の制限に加え、各地区ごとに次の用途の建築物は建てること

ができません。

地区の名称 用途地域 建てられない建築物の用途

広域幹線道路沿道地区 近隣商業地域

１ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売

所、場外車券売場等その他これらに類するもの

２ 自動車教習所

３ 畜舎

４ 倉庫業倉庫

５ 自動車修理工場

利便施設地区 第二種住居地域

１ 神社、寺院、教会等

２ 公衆浴場

３ ホテル、旅館

４ ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴル

フ練習場、バッティング練習場その他これらに類するも

の

５ カラオケボックス等

６ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売

所、場外車券売場等その他これらに類するもの

７ 自動車教習所

８ 畜舎

沿道サービス地区 第一種住居地域
１ 自動車教習所

２ 畜舎

地区幹線道路沿道地区
第一種中高層住

居専用地域
—

低層住宅地区
第一種低層住居

専用地域
—

住宅地区
第一種中高層住

居専用地域

１ 大学、高等専門学校、専修学校等

２ 病院

住工複合地区 工業地域

１ ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴル
フ練習場、バッティング練習場その他これらに類するも
の

２ カラオケボックス等
３ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売

所、場外車券売場等その他これらに類するもの
４ 自動車教習所
５ 畜舎
６ 建築基準法別表第２（ぬ）項一号に掲げる危険性が大

きいか、又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場
７ 建築基準法別表第２（ぬ）項二号に掲げる火薬、石油

類、ガスなどの危険物の貯蔵、処理の量が多い施設

８ 産業廃棄物処理施設
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都市核地区建築物の用途の制限一覧
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商
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工
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地
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 非住宅部分の用途制限あり

× ② ② ○ ○ ○ ○

× ② ② ○ ○ ○ ○

× × × ○ ○ ○ ○

× × × ○ ○ ○ ○

× × × × ○ ○ ○

× × × ○ ○ ○ ○

× × × ○ ○ ○ ○

× × × ○ ○ ○ ○

× × × ○ ○ ○ ○

× × × × ○ ○ ○

× × × ▲ ○ ○ × ▲3000㎡以下

× × × ▲ ○ ○ ○ ▲3000㎡以下

× × × × ○ ○ ○

× × × × ○ ○ ○

× × × × × ▲ × ▲客室200㎡未満

× × × × × × × ▲個室付浴場を除く

○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

× ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ○ ×

○ ○ ○ ○ ○※ ○ ○ ※地区計画で公衆浴場を制限

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲600㎡以下

× × × ▲ ○ ○ ○ ▲3000㎡以下

× ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲300㎡以下 2階以下

× × × × × ○ ○

× × × ▲ ○ ○ ○ ▲3000㎡以下

× ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 原動機の制限あり ▲２階以下

× × × ① ① ② ○

× × × × × ② ○

× × × × × × ○

× × × × × × ○

× × × ① ① ③ ○

作業場の面積
①50㎡以下、②150㎡以下
③300㎡以下
原動機の制限あり

量が非常に少ない施設 × × × ② ○ ○ ○

量が少ない施設 × × × × × ○ ○

量がやや多い施設 × × × × × × ○

量が多い施設 × × × × × × ○

※
※産業廃棄物処理施設の小規模な新築
も制限

事務所等の床面積が、150㎡を超え500㎡以下

工
場
・
倉
庫
等

卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等

用途地域内の建築物の用途制限

○ 建てられる用途
× 建てられない用途
①②③▲ 面積、階数等の制限あり

地区計画により制限するもの

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿

兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物
の延べ面積の2分の１未満のもの

店
舗

遊
技
場
・
風
俗
施
設

ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習
場、バッティング練習場等

カラオケボックス等

①日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及
び建具等のサービス業店舗のみ。
②①に加えて、物品販売店舗、飲食
店、損保代理店・銀行の支店、宅地建
物取引業等のサービス業用店舗のみ。
2階以下。
③2階以下。
④物品販売店舗、飲食店を除く。

①600㎡以下 1階以下
②3000㎡以下 2階以下
③2階以下

建築物附属自動車車庫
①②③については、建築物の延べ面積の２分の

１以下かつ備考欄に記載の制限

原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
①50㎡以下、②150㎡以下

店舗等の床面積が、150㎡以下

店舗等の床面積が、150㎡を超え500㎡以下

店舗等の床面積が、500㎡を超え1500㎡以下

店舗等の床面積が、1500㎡を超え3000㎡以下

店舗等の床面積が、3000㎡を超える

巡査派出所、一定規模以下の郵便局等

①1500㎡以下 2階以下
②3000㎡以下
国土交通大臣が指定する蓄電池により
貯蔵される硫黄及びナトリウムを除く

事
務
所

事務所等の床面積が、150㎡以下

▲2階以下事務所等の床面積が、500㎡を超え1500㎡以下

事務所等の床面積が、1500㎡を超え3000㎡以下

事務所等の床面積が、3000㎡を超えるもの

ホテル、旅館

大学、高等専門学校、専修学校等

図書館等

○

老人福祉センター、児童厚生施設等

自動車教習所

単独車庫（附属車庫を除く）

③② ③

老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券・車券
発売所等

劇場、映画館、演芸場、観覧場

キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等

危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない
工場

① ②

公
共
施
設
・
病
院
・
学
校
等

畜舎（15㎡を超えるもの）

幼稚園、小学校、中学校、高等学校

倉庫業倉庫

神社、寺院、教会等

病院

公衆浴場、診療所、保育所等

備考

火薬、石油類、
ガスなどの危険
物の貯蔵・処理
の量

危険性や環境を悪化させるおそれがややある工場

危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるお
それがある工場

自動車修理工場

危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場

※１団地の敷地内について別に制限あり

○

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、
建具屋、自転車店等で、作業場の面積が50㎡以下

原則として都市計画区域内においては
都市計画決定が必要
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●容積率の最高限度

容積率については、土地区画整理事業により道路整備がなされる前までは、従来の容積

率（暫定容積率）を適用し、道路整備がなされた後の区域の敷地では、変更後の容積率（目

標容積率）を適用します。地区ごとの暫定容積率、目標容積率は下表のように定めます。

目標容積率を適用する場合には東京都の認定が必要です。詳しくは、14 ページの「誘導

容積（目標容積率）の認定手続き」をご覧ください。

地区の名称 用途地域
容積率の最高限度(%)

目標容積率 暫定容積率

広域幹線道路沿道地区
A

近隣商業地域
200 60

B — —

利便施設地区
A

第二種住居地域
200 60

B — —

沿道サービス地区
A

第一種住居地域
200 60

B — —

地区幹線道路沿道地区 第一種中高層住居専用地域 200 60

低層住宅地区 第一種低層住居専用地域 100 60

住宅地区
A

第一種中高層住居専用地域
200 60

B — —

住工複合地区 工業地域 — —

地区区分図

立３・２・４

２

立
７
・
４
・２

立７・５・３

２

AB

B

A

A

A

B
B

B

B

B A

0 100 20050
ｍ

凡 例

地区界

広域幹線道路沿道地区

利便施設地区

沿道サービス地区

地区幹線道路沿道地区

低層住宅地区

住宅地区

住工複合地区

B

B

B

B

A

A

A

A

A：同じ地区区分の中で、区域の特性に
応じた容積率の最高限度及び公共
施設の整備状況に応じた容積率の
最高限度を定める区域

Ｂ：同じ地区区分の中で、容積率の最高
限度を定めない区域
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●敷地面積の最低限度

敷地が細分化されて建物が混みあったまちにならないよう、建築物の敷地面積の最低限

度を定めます。地区ごとの敷地面積の最低限度を下表のとおりとします。

ただし、下記の場合には適用が除外されます。

１）本地区計画に係る都市計画決定時において、現に建築物の敷地として使用されてい

る土地等

２）土地区画整理事業により換地される土地で、所有権その他の権利に基づいてその全

部を一の敷地として使用するもの

３）市長が公益上やむを得ないと認めるもの

地 区 名 敷地面積の最低限度

広域幹線道路沿道地区 ２００㎡

利 便 施 設 地 区 ２００㎡

沿 道 サ ー ビ ス 地 区 １５０㎡

地区幹線道路沿道地区 １３０㎡

低 層 住 宅 地 区 １３０㎡

住 宅 地 区 １３０㎡

住 工 複 合 地 区 １５０㎡

400 ㎡ +

両方とも敷地面積が 200 ㎡以上なので建築物を建

てて利用できます。

200 ㎡

○
200 ㎡

○

+

例１）400 ㎡の土地を半分に分割する場合

400 ㎡
250 ㎡

○

建築物を建てて利用

できます。

建物は建てられません。

駐車場など建物を建てない利用はできます。

150 ㎡

×

例 2）400 ㎡の土地を 250 ㎡と 150 ㎡に分割する場合

「広域幹線道路沿道地区」や「利便施設地区」では、敷地
面積の最低限度を 200 ㎡と定めていますが、その場合の敷
地面積の最低限度の適用の考え方は次のようになります。

例外１）本地区計画に係る都市計画決定時において、現に建築物の敷地として使用

されている場合等

例外 2）土地区画整理事業により換地される土地で、所有権その他の権利に基づい

てその全部を一の敷地として使用する場合

例外 3）市長が公益上やむを得ないと認めた場合
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●壁面の位置の制限

道路と一体となったゆとりのある空間を生み出すとともに、隣接敷地間で相互の生活環

境にできる限り影響を及ぼすことのないよう、建築物の壁面の位置の制限を行います。

地区ごとの建築物の壁面又は柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、下表

のとおりとします。

ただし、次に掲げるものの壁面又は柱の面から道路境界線までの距離は、この限りではありません。

１）物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く)に供し、軒の高さが 2.3ｍ以下で、

かつ、床面積の合計が５㎡以下であるもの

２）自動車車庫で、軒の高さが 2.3ｍ以下であるもの

３）外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下であるもの

地 区 名

壁面の位置の制限

１号壁面線

（1.5ｍ）

２号壁面線

（1.0ｍ）

3 号壁面線

（0.5ｍ）

隣地境界線まで

の距離（0.７ｍ）

隣地境界線まで

の距離（0.5ｍ）

広域幹線道路沿道地区 ○ ○ ○ ○

利 便 施 設 地 区 ○ ○

沿 道 サ ー ビ ス 地 区 ○ ○ ○

地区幹線道路沿道地区 ○ ○ ○

低 層 住 宅 地 区 ○ ○

住 宅 地 区 ○ ○

住 工 複 合 地 区 ○ ○ ○

壁面の位置図

立３・２・４

２

立
７
・４

・２

立７・５・３

２

0 100 20050
ｍ

その他の道路は３号壁面線（0.5m）

広域幹線道路沿道地区及び利便施設地区の
隣地境界の壁面線は0.7ｍ
その他の地区の隣地境界壁面線は0.5ｍ

凡 例

1号壁面線(1.5m)

2号壁面線(1.0m)
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●建築物の高さの最高限度

周囲の建築物との調和のとれた街並みの形成を図るため、建築物の高さの最高限度を定

めます。地区ごとの建築物の高さの最高限度は下表のとおりとします。

地 区 名 建 築 物 の 高 さ の 最 高 限 度（ｍ）

広域幹線道路沿道地区 ２５

利 便 施 設 地 区 ２０

沿 道 サ ー ビ ス 地 区 ２０

地区幹線道路沿道地区 １５

低 層 住 宅 地 区 —

住 宅 地 区 １５

住 工 複 合 地 区 ２０

●建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

屋根や外壁、柱の色は、景観に配慮し、刺激的な色を避けた周辺環境と調和した落ち着

いた色にしてください。

また、屋外広告物は、周辺環境と調和するよう色彩、設置場所、大きさ、景観等に配慮

したものにしてください。

●垣又はさくの構造の制限

防災面の向上に加え、豊かな緑の確保、快適な歩行者空間の形成といった観点から、道

路に面して設ける垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能なフェンス等としてください。

なお、コンクリートブロック塀等を設ける場合は、その部分の高さを０.６m 以下にして

ください。

「２号壁面線」を例にとると、
壁面の位置から道路境界線又
は隣地境界線までの距離の制
限の適用の考え方は右のよう
になります。

道 路

道

路

壁面線の位置

壁面線

の位置

建築物

隣地

物置･車庫

・外壁又はこれに代わ
る柱の中心線の長
さの合計が３ｍ以
下

ａ＋ｂ＋ｃ≦３ｍ

壁面の位置の制限は
適用されません

・軒の高さが 2.3ｍ以
下の自動車車庫

・軒の高さが 2.3ｍ以
下かつ床面積の合
計が５㎡以下の物
置等

壁面の位置の制限は
適用されません

0.5ｍ以上

1ｍ以上

ａ

ｂ

ｃ

隣地

1ｍ以上
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建築等に関する手続き

●手続きの流れ

地区計画の区域内で建築行為等を行う場合には、その内容を着手３０日前までに

市長に届け出なければなりません。

＊土地区画整理法７６条申請について
一般に土地区画整理事業地区内で事業の終了（換地処分）以前に建物を建てる場合や区画形質

の変更を行う際には、その建物や変更行為が今後の事業に支障がないことを確認する必要があり
ます。このために、建物の配置や変更行為が公共施設（道路、公園等）の配置を含む事業全体の
土地利用計画に照らして妥当かどうか判断するための手続きです。

制限される内容
①建築物その他工作物の新築、増改築。
②区画形質の変更。
③５トン以上の物件の設置もしくは堆積。

①から③までのいずれかを行う場合には、武蔵村山市の許可が必要となります。（＊事業進捗
上支障と判断される場合は不許可となる場合があります。）

申請用紙は武蔵村山市役所（区画整理課）に用意してありますので、申請される方は事前にご
相談ください。

【地区計画の届出から建築確認申請等の流れ】

土地区画整理法

第 76 条に基づく協議

地区計画の届出

届出の審査

適合通知

●地区計画に適合

設計変更等

設計変更
●地区計画に不適合

工事着工

建築確認申請

＊土地区画整理法第 76 条の

許可書を添付

●建築確認を必要と

しない場合

建築基準法

第 68 条の 3 に

基づく認定申請

●誘導容積（目標容積率）

の認定を受ける場合

認可通知

建築確認通知

●建築確認を必要と

する場合

（Ｐ13 以降を参照）

（Ｐ1４を参照）



13

●届出（市都市計画課へ）

１ 届出制度と勧告

地区計画の区域内で建物を建てたり、増改築等を行う際には、その内容を事前に

市長に届け出ることが都市計画法で義務づけられています。

市では、届け出された計画が地区計画の内容に適合しているかどうかを審査し、

届け出された建築計画等が地区計画の内容に適合しない場合には、市長は建築主等

に対して設計変更等の勧告を行います。

２ 届出が必要な行為

地区計画に基づいて届出が必要となる行為は、下表のとおりです。

行為の種別 行為の内容

土地の区画形質の変更 土地を分筆して宅地造成するなど土地の区画形質の変更等を行

う場合

建築物の建築 建物の新築、増改築又は移転（建物に付属する門又は塀の移転を

含む）を行う場合

工作物の建築 擁壁等の築造又は改修を行う場合

建築物の用途の変更 建物の使用用途の変更を行う場合

建築物の形態又は

意匠の変更

建築物の外壁、屋根の色彩の変更等を行う場合

３ 届出の時期

○建築確認等を必要とする行為 → 建築確認申請の前で、かつ工事着手の３０日前までに

提出

○建築確認等を必要としない行為 → 工事着手の３０日前までに提出

４ 届出に必要な書類

○「地区計画の区域内における行為の届出書」 正・副本各１部

○「建築設計概要書の写し」 正・副本各１部

○「添付図面」（種類については、P14【設計図書の種類】のとおり） 正・副本各１部

○「確約書」（垣・さくの構造が未定の場合）

○「委任状」（申請者と届出者が異なる場合）

○土地区画整理事業に関わる場合は、「仮換地指定通知書（図面含む。）」

の写し

○「その他必要と認める書類」
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【設計図書の種類】

行為の種別 図 面 図面の縮尺 備 考

① ②～⑤に共通 案内図 適宜 方位、道路及び目標となる地物等を表示

② 土地の区画形質

の変更

区域図 1/1000 以上 当該行為を行う土地の区域、当該区域内及

びその周辺の公共施設の状況等を表示

設計図 1/100 以上 切土、盛土の範囲等を表示

③ 建築物の建築・

用途の変更

工作物の建設

配置図 1/100 以上 敷地内における建築物等の位置と壁面の

後退距離を表示

立面図 1/ 50 以上 ２面以上（屋根及び壁面の色を記入）

平面図 1/ 50 以上 各階のもの（工作物の場合は不要）

④ 建築物等の意匠

の変更

配置図 1/100 以上 敷地内における建築物等の位置を表示

立面図 1/ 50 以上 ２面以上（屋根及び壁面の色を記入）

⑤ 門、塀、垣、さく

の設置・改修

配置図 1/100 以上 敷地内における門、垣等の位置を表示

立面図 1/ 50 以上 ２面以上（材料・高さ等を表示）

⑥ その他必要と認める書類

●誘導容積（目標容積率）の認定手続き
（都・多摩建築指導事務所（立川合同庁舎）へ）

１ 容積率の認定

誘導容積とは、地区の公共施設が未整備な場合は暫定的に低い容積率を適用し、整

備後は用途地域変更後の高い容積率（目標容積率）を適用することで、地区内の公共

施設の整備を誘導しつつ、良好な市街地整備と土地の有効利用とを一体的に図ってい

く仕組みです。

なお、誘導容積（目標容積率）の認定を受けるには、地区計画の届出後、建築確認

申請の前に別途、容積率認定のための東京都への申請が必要になります。

※適用される地区は、８ページの表の広域幹線道路沿道地区 A、利便施設地区 A、

沿道サービス地区 A、住宅地区 A、低層住宅地区、地区幹線道路沿道地区です。

申請先：東京都多摩建築指導事務所 建築指導第一課

TEL 042-548-2044
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２ 認定に必要な書類

○「認定申請書」 正・副本各１式

○「設計図書」 正・副本各１式

○以上のほか、土地区画整理法第 76 条に基づく許可書と地区計画の適合通知書等が必要

です。

【設計図書の種類】

図書の種類 明示すべき事項

①付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

②配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に

係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地に接する道

路の位置及び幅員

③各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

④２面以上の立面図 縮尺及び開口部の位置

⑤２面以上の断面図
縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の

高さ及び建築物の高さ

⑥その他必要と認める書類
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用途地域等の変更内容

平成１８年１２月７日の都市核地区地区計画の都市計画決定にあわせ、同日付けで以下

に示すように用途地域等の都市計画変更を行いました。

用途地域図

立３・２・４

立７・５・３

立
７
・４

・
２

２

２

2高

200

80

80

１高

40

80

１高

40

60

200

2高

80
１高

40

60

200

2高

80
１高

40

60

200

2高

80

１高

40
80

１高

40

60

200

2高

60

200

2高

80

200

3高

60

300

3高

50

100

１高

30

60

１高

60

200

１高

100
50

50
100

１高

１高

100

50

50

100

１高

2高

200

60

60

200

2高

2高

200

60

60

200

2高

2高

200

60

80
200

2高

100 0 100 20050

m

凡 例

用途地域

工業地域

第１種中高層住居専用地域

第１種低層住居専用地域

第１種住居地域

第２種住居地域

近隣商業地域

地区計画区域

１高

40
80

上段：高度地区
中段：容積率
下段：建ぺい率

赤字は準防火地域
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●高度地区指定で受ける制限

●防火地域及び準防火地域内の構造制限

●日影時間



平成 19 年３月

武蔵村山市

都市核地区のまちづくり

【地区計画によるまちづくりガイドブック】

【問い合わせ先】

●地区計画に関すること

武蔵村山市 都市整備部都市計画課

●土地区画整理事業に関すること

武蔵村山市 都市整備部区画整理課

〒208-8501 東京都武蔵村山市本町１－１－１

tel（０４２）５６５－１１１１（代表）


